
 

 

 
NISA 制度は、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税保有限度額の拡大などの大幅

な改正が行われることとなりました。 
2024 年１月から始まる新しい NISA では、買い付けた株式投資信託等を非課税かつ無期限で保有でき、従来の

NISA よりも多くの金額の買付が可能となるため、生涯にわたる柔軟な資産形成が可能です。 

■ 新しい NISA 

 

■ 制度概要 

2024 年から NISA が変わります 



■ 非課税枠の利用方法 
新しい NISA では、NISA 口座で保有する投資信託等の残高（非課税保有額）が、買付額ベースで 1,800 万円ま

で買付けが可能です。ただし、成⾧投資枠では、そのうち 1,200 万円までしか買付けられません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現行の NISA の取扱い 
現行の NISA 口座では、2024 年 1 月から新規の買付はできなくなります。なお、非課税保有期間が満了するまでの

間は、現行の NISA 口座のまま保有することができるため、その間は配当等や譲渡益が非課税となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。 
・ 当資料は 2023 年度税制改正に基づき作成しており、税法が改正された場合には、税率や制度が変更される場合があります。 
・ 当資料の記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。 
・ 当資料は、新しい NISA に関する情報提供等を目的として当信用組合が作成したものであり、特定の商品の売買の勧誘を目的としたものではありません。 
・ 投資信託のお申込みにあたっては、最新の交付目論見書および目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。 

お問合せ先 

⾧崎三菱信用組合 

 

 
登録金融機関番号 :福岡財務局⾧（登金）第 112 号 
本店所在地    :〒850－0061 ⾧崎市水の浦町 1-2  
加入金融商品取引業協会 :ありません 
当信用組合への連絡方法 :095－861－4161 


